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この計画は、水防法第７条１項の規定に基づき、県内に 

おける水防管理団体の行う水防が十分行われるよう必要な 

事項を定める。 



目       次 

計  画  編 
 

第１章 総    則 

  第１節 目       的･･･････････････････････････････････････････････････････1 

第２節 用 語 の 定 義･･･････････････････････････････････････････････････････1 

第３節 水 防 責 任 等･･･････････････････････････････････････････････････････3 

第４節 津波における留意事項･････････････････････････････････････････････････4 

第５節 安全配慮･････････････････････････････････････････････････････････････4 

第６節 水防関係機関系統･････････････････････････････････････････････････････5 

第２章 県における水防組織 

第１節 水防体制と出動･･･････････････････････････････････････････････････････6 

第２節 山形県の水防組織と任務･･･････････････････････････････････････････････7 

第３節 指定水防管理団体････････････････････････････････････････････････････11 

第４節 水防団員等現況表････････････････････････････････････････････････････11 

第５節 大規模氾濫時の減災対策協議会････････････････････････････････････････12 

第３章 指定河川及び水防区 

第１節 指 定 河 川 等･･････････････････････････････････････････････････････13 

第２節 水   防   区･･････････････････････････････････････････････････････22 

第３節 主要河川の水防連絡一覧･･････････････････････････････････････････････25 

第４章 水 防 施 設 

第１節 水防倉庫並びに水防資器材備蓄等･･････････････････････････････････････28 

第５章 通 信 連 絡（法第 27 条）･････････････････････････････････････････････33 

第６章 予報及び警報とその措置 

第１節 気象等に関する予報及び警報･･････････････････････････････････････････60 

第２節 洪 水 予 報･･････････････････････････････････････････････････････71 

第３節 水 防 警 報･･････････････････････････････････････････････････････76 

第４節 水位情報の通知及び周知･･････････････････････････････････････････････86 

第７章 水 防 活 動 

第１節 県の水防活動の基準･･････････････････････････････････････････････････98 

第２節 水防管理団体の水防活動の基準････････････････････････････････････････98 

第３節 雨量の情報提供･･････････････････････････････････････････････････････99 

第４節 水位の通報･････････････････････････････････････････････････････････108 

第５節 巡視及び警戒（法第 9条）･･･････････････････････････････････････････121 

第６節 水門、門、ダム、溜池等の操作、その他の措置･････････････････････････121 

第７節 水防信号及び標識（法第 20 条）･･････････････････････････････････････122 

第８節 輸     送･････････････････････････････････････････････････････124 

第９節 水 防 作 業･････････････････････････････････････････････････････124 

第１０節 緊 急 通 行･･･････････････････････････････････････････････････125 

第１１節 公用負担（法第 28 条）････････････････････････････････････････････125 

第１２節 避難のための立退･････････････････････････････････････････････････125 

第１３節 決壊・漏水等の通報及び災害発生時の処理･･･････････････････････････126 

第１４節 水 防 解 除･･･････････････････････････････････････････････････126 

第１５節 水 防 報 告･･･････････････････････････････････････････････････127 

 



第８章 浸水想定区域 

第１節 浸水想定区域･･･････････････････････････････････････････････････････129 

第２節 浸水想定区域での円滑かつ迅速な避難確保の措置･･･････････････････････131 

第９章 協力及び応援･･･････････････････････････････････････････････････････････133 

第１０章 指定水防管理団体の水防計画 

第１節 水防計画の樹立･････････････････････････････････････････････････････134 

第２節 水防協議会の設置･･･････････････････････････････････････････････････134 

第３節 水防計画･･･････････････････････････････････････････････････････････134 

第１１章 水 防 訓 練 

  第１節 総     則･････････････････････････････････････････････････････138 

第２節 水防訓練実施要領･･･････････････････････････････････････････････････138 

第１２章 水防協力団体制度･････････････････････････････････････････････････････145 

第１３章 重要水防箇所･････････････････････････････････････････････････････････150 

 

 

附    録 

 

１ 水防法･････････････････････････････････････････････････････････････････････155 

２ 水防法施行規則･････････････････････････････････････････････････････････････181 

３ 水防施設費国庫補助規則･････････････････････････････････････････････････････189 

４ 水害予防組合法･････････････････････････････････････････････････････････････191 

５ 指定水防管理団体の水防団員の定員の基準に関する条例･････････････････････････200 

６ 山形県水防信号規則･････････････････････････････････････････････････････････201 

７ 自衛隊法（抄）･････････････････････････････････････････････････････････････202 

８ 自衛隊法施行令（抄）･･･････････････････････････････････････････････････････203 

９ 自衛隊派遣申請様式･････････････････････････････････････････････････････････205 

10 気象業務法（抄）･･･････････････････････････････････････････････････････････206 

11 退職水防団員等報償規程･････････････････････････････････････････････････････208 

12 水防功労者報賞規則･････････････････････････････････････････････････････････209 

13 山形県水防協議会条例･･･････････････････････････････････････････････････････212 

14 山形県水防協議会名簿･･･････････････････････････････････････････････････････213 

15 一般県民に対する要望事項･･･････････････････････････････････････････････････213 

16 洪水等に関する防災情報体系の見直しについて･････････････････････････････････214 

17 ダム一覧表･ダム操作規則等抜すい････････････････････････････････････････････216 

18 山形県防災行政通信ネットワーク･････････････････････････････････････････････251 

19 水防無線･･･････････････････････････････････････････････････････････････････252 

20 山形県有水防資器材の取扱要領･･･････････････････････････････････････････････255 

21 洪水予報、水防警報、特別警戒水位情報伝達文･････････････････････････････････259 

22 水防関係機関電話番号表･････････････････････････････････････････････････････317 

23 山形県河川・砂防情報メール登録方法･････････････････････････････････････････320 

24 地上デジタル放送による河川情報提供一覧表･･･････････････････････････････････321 

25 ホットラインの運用･････････････････････････････････････････････････････････323 

26 山形県排水ポンプ運用要領･･･････････････････････････････････････････････････326 

27 各支部管内図･･･････････････････････････････････････････････････････････････巻末 

 


	１章1-05
	１章6
	２章1-2.1
	２章2.2
	２章2.3
	２章3-5
	３章1
	３章2
	３章3
	４章
	５章1
	５章2(１)(気象情報)河川課
	５章2(2)(最上川水系直轄洪水予報)河川課
	５章2(3)(赤川水系直轄洪水予報)河川課
	５章2(4)(国水防警報)河川課
	５章2(5)(山形県洪水予報)河川課
	５章2(6)(山形県水防警報）河川課
	５章2(7)(国氾濫警戒情報)河川課
	５章2(8)(山形県氾濫警戒情報)河川課
	５章2(9)(ダム放流)高坂ダム220218
	５章3-4河川課　
	６章１節気象台
	６章第２節洪水予報
	６章第３節水防警報
	６章第４節水位周知1
	６章第４節水位周知2
	６章第４節水位周知3
	６章第４節水位周知4
	７章０１－０３節
	７章０３節雨量観測所
	７章０４節1-3
	７章０４節3水位観測所
	７章０４節4-5　気象台
	７章０５－１５節
	８章浸水想定区域
	９章_河川課　
	１０章
	１１章
	１２章
	１３章



